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　はじめに
　わが国は世界有数の長寿国であり、人生100
年時代といわれ、さらに健康寿命の延伸が叫ば
れています。このような長寿社会の実現には日
本の医療の発展が大きく寄与していますが、な
かでも医薬品の果たしてきた役割には大きなも
のがあります。長く生きる社会において、医薬品
との関わりを持たずに一生を終えられる人はい
ないでしょう。医薬品と上手につき合っていく
ことが健康寿命の延伸にもつながっていきま
す。　　
　本稿では、医薬品についての基本的なことや
最近の医薬品をめぐる話題のほか、医薬品と上
手につき合っていくコツについてもご説明しま
す。

　医薬品に関する基礎知識
（１）医薬品の分類
　医薬品は、医療用医薬品とOTC（Over The 
Counter）医薬品に大きく分けられます。医療に
おいて医師や薬剤師により
用いられ、原則として医師
から処方箋が出て薬局で調
剤して渡されるものが医療
用医薬品で、医療用医薬品
の中には、処方箋なしに薬
剤師が提供できる医薬品も
一部にありますが、限定的
なものです。処方箋なしに
ドラッグストアなどで購入
できる医薬品がOTC医薬
品です。OTC医薬品はさら
に要指導医薬品と一般用医

薬品に分類されます（図１）。
　新しく開発され、効果や安全性について評価
されて国の承認を受けた医薬品は、原則として
まずは医療用医薬品として医師や薬剤師によっ
て医療の中で使われて、さらに安全性について
の情報が収集されます。患者さんやご家族の判
断で使用しても大きな問題がない疾患に対し
て、一定の安全性が確認できたものは要指導医
薬品に移行していきます。これを「スイッチ」と
いいます。スイッチされた医薬品のほか、劇薬等
が要指導医薬品に含まれます。スイッチされた
医薬品は原則３年後に、その間の重篤な副作用
の発生状況等を踏まえて一般用医薬品への移行
の可否が判断されます。一般用医薬品はそのリ
スクに応じて第１類から第３類までの３つに分
類されます。要指導医薬品から一般用医薬品に
移行した医薬品は、移行後１年間は第１類医薬
品となり、その後１年間で第１類から第３類の
いずれに分類するかが検討・決定されます。
（２）対応する専門家
　図１に示すとおり、それぞれの分類の医薬品

に対応する専門家と、専門家による情報提供が
義務かどうかや取扱場所が分類に応じて規定さ
れています。
　医療用医薬品を取り扱えるのは薬局のみで
す。原則として処方箋が必要で、購入時に薬剤師
による情報提供（服薬指導）を受ける必要があり
ます。
　OTC医薬品は薬局だけでなく、ドラッグスト
アなどの店舗販売業でも購入できますが、要指
導医薬品及び第１類医薬品は、薬剤師による情
報提供（服薬指導）を受けなければ購入できませ
ん。第２類医薬品及び第３類医薬品は薬剤師の
ほか、医薬品販売の資格を都道府県知事から認
められた登録販売者からも購入することができ
ます。また、第１類から第３類の一般用医薬品は
ネット販売も可能となっています。

　医薬品をめぐる諸問題
（１）オーバードーズ問題
　医薬品を、決められた量を超えて大量に飲ん
でしまうことを指して、「オーバードーズ（OD）」
といい、かぜ薬やせき止め薬などの一般用医薬
品を、かぜやせきの症状を抑え
るためではなく、不安や孤独な
気持ちを忘れるために服用す
るケースが特に若者で増えて
います。
　精神科で薬物依存症の治療
を受けた10代の患者におい
て、依存した薬物について調査
した結果によれば、一般用医薬
品（市販薬）に依存したとする
患者の割合が2016年以降急
増しており、2022年は65.2％
にも上っています（図２）。小学
生の救急搬送事例も報告され
ており、低年齢化が問題になっ
ています。

　これまでの覚醒剤や大麻など、使うこと自体
が法に触れる違法薬物の乱用と異なり、薬局等
で誰でも購入できる一般用医薬品の乱用がSNS
を通じて若者に広がっています。これを防止す
るため、医薬品の正しい使い方を子どもの頃か
ら学ぶことの重要性が増しています。また、オー
バードーズにはまってしまう子どもたちは、家
庭や学校で自分の居場所を見つけることができ
ず、誰にも相談できない不安や孤独から逃れる
ために、医薬品を大量に服用することの危険性
を承知のうえで、オーバードーズを繰り返して
いるケースが多いとして、精神保健の専門家に
つなげるサポートが重要だといわれています。
厚生労働省や一般社団法人 くすりの適正使用
協議会から啓発資材が提供されていますので、
参考にしてください＊。
　厚生労働省では、オーバードーズ問題に対応
して、これまでも一般用医薬品の販売規制を
行ってきていますが、さらにその見直しを行い、
乱用のおそれのある一般用医薬品を若年者に販
売する場合には適正量に限って販売すること等
を義務づける「医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律」（薬機法）
等の一部を改正する法律案が2025年通常国会
に提出されています（執筆時）。
（２）供給不安問題
　薬局で医療用医薬品を調剤する際に、処方箋
に書かれた医薬品がないため同じ成分の他社製
品を調剤せざるを得ないケースが頻発していま
す。インフルエンザの流行時などは特にせき止
め薬、解熱鎮痛剤、インフルエンザ治療薬の不足
が大きく報道されていました。
　このような医薬品の供給が滞る問題の原因は
複雑です。
　まず、世界的に見て医薬品の原料成分の製造
が中国、韓国、インドなどに集中しており、日本の
製薬企業もこれら外国企業から安価な原料を購
入しているケースが少なくありません。外国の
原料成分メーカーの製造が何らかの理由で止ま
ると日本だけでなく世界中に影響が広がります。
　さらに、2020年末に発覚した国内のジェネ
リック医薬品メーカーによる不正製造事案が供
給不安問題の発端となったといわれています。
この不正製造事案に端を発して、ジェネリック
医薬品メーカーによる製造管理・品質管理の違
反事案が相次いで見つかり、違反企業の製品に
ついて出荷停止が行われたことが大きな影響を
与えています。出荷停止となった製品と同一成
分の医薬品を確保するため他社製品への発注が
急増すると、これらの製薬企業では在庫切れと
なることを防ぐために出荷を制限することがあ
ります。結果的に、出荷停止品目の数倍もの品目
について限定出荷が行われることとなり、供給
不安に拍車をかけています。
　もう１つ、医薬品の不適正な使用が医薬品の
供給不安を起こすケースとして、美容や痩身を
目的に、一部の糖尿病治療薬が使用され、糖尿病
の患者さんへの処方に影響が出るおそれがある
として厚生労働省から注意が呼びかけられた事
例もあります。
　日本ではこれまで、品質の確保された医薬品
が安定的に供給されてきましたが、その「神話」
が崩れて既に４年以上が経ちます。厚生労働省

では種々の対策を講じてきていますが、いまだ
この問題は解決されていません。

　医薬品と上手につき合うために
　医薬品は、効果とともに好ましくない作用、い
わゆる副作用を引き起こすことがあり、上手に
つき合っていくことが必要です。
　副作用は、患者さんが「何となくいつもと違
う」と感じる軽い症状により見つけることがで
きます。初期段階では検査をしないと見つから
ない副作用もありますが、疲れやすい、ふらつ
く、のどが痛いなどの軽い症状でも、いつもと違
うなと感じたら医師や薬剤師に相談することが
重い副作用の早期発見につながり、必要な治療
の継続にもつなげることができます。そのため
には、自分が服用（使用）する医薬品について、ど
のような副作用が起きるのか、それはどのよう
な自覚症状として現れるのかを知っておくこと
が大切です。 OTC 医薬品については、説明書を
よく読んでおくことが重要ですし、医療用医薬
品については、製薬企業が作成している、患者さ
んやご家族にも分かりやすい医療用医薬品説明
書「くすりのしおり®」（図３）を読んでおくこと
をお勧めします。医薬品と上手につき合って、人
生100年をめざしましょう。
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出典：全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査（2022年）（国立精神・神経医療研究センター）
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図2 全国の精神科医療施設における薬物依存症の治療を受けた10代患者
　　の「主たる薬物」の推移

　はじめに
　わが国は世界有数の長寿国であり、人生100
年時代といわれ、さらに健康寿命の延伸が叫ば
れています。このような長寿社会の実現には日
本の医療の発展が大きく寄与していますが、な
かでも医薬品の果たしてきた役割には大きなも
のがあります。長く生きる社会において、医薬品
との関わりを持たずに一生を終えられる人はい
ないでしょう。医薬品と上手につき合っていく
ことが健康寿命の延伸にもつながっていきま
す。　　
　本稿では、医薬品についての基本的なことや
最近の医薬品をめぐる話題のほか、医薬品と上
手につき合っていくコツについてもご説明しま
す。

　医薬品に関する基礎知識
（１）医薬品の分類
　医薬品は、医療用医薬品とOTC（Over The 
Counter）医薬品に大きく分けられます。医療に
おいて医師や薬剤師により
用いられ、原則として医師
から処方箋が出て薬局で調
剤して渡されるものが医療
用医薬品で、医療用医薬品
の中には、処方箋なしに薬
剤師が提供できる医薬品も
一部にありますが、限定的
なものです。処方箋なしに
ドラッグストアなどで購入
できる医薬品がOTC医薬
品です。OTC医薬品はさら
に要指導医薬品と一般用医

薬品に分類されます（図１）。
　新しく開発され、効果や安全性について評価
されて国の承認を受けた医薬品は、原則として
まずは医療用医薬品として医師や薬剤師によっ
て医療の中で使われて、さらに安全性について
の情報が収集されます。患者さんやご家族の判
断で使用しても大きな問題がない疾患に対し
て、一定の安全性が確認できたものは要指導医
薬品に移行していきます。これを「スイッチ」と
いいます。スイッチされた医薬品のほか、劇薬等
が要指導医薬品に含まれます。スイッチされた
医薬品は原則３年後に、その間の重篤な副作用
の発生状況等を踏まえて一般用医薬品への移行
の可否が判断されます。一般用医薬品はそのリ
スクに応じて第１類から第３類までの３つに分
類されます。要指導医薬品から一般用医薬品に
移行した医薬品は、移行後１年間は第１類医薬
品となり、その後１年間で第１類から第３類の
いずれに分類するかが検討・決定されます。
（２）対応する専門家
　図１に示すとおり、それぞれの分類の医薬品

に対応する専門家と、専門家による情報提供が
義務かどうかや取扱場所が分類に応じて規定さ
れています。
　医療用医薬品を取り扱えるのは薬局のみで
す。原則として処方箋が必要で、購入時に薬剤師
による情報提供（服薬指導）を受ける必要があり
ます。
　OTC医薬品は薬局だけでなく、ドラッグスト
アなどの店舗販売業でも購入できますが、要指
導医薬品及び第１類医薬品は、薬剤師による情
報提供（服薬指導）を受けなければ購入できませ
ん。第２類医薬品及び第３類医薬品は薬剤師の
ほか、医薬品販売の資格を都道府県知事から認
められた登録販売者からも購入することができ
ます。また、第１類から第３類の一般用医薬品は
ネット販売も可能となっています。

　医薬品をめぐる諸問題
（１）オーバードーズ問題
　医薬品を、決められた量を超えて大量に飲ん
でしまうことを指して、「オーバードーズ（OD）」
といい、かぜ薬やせき止め薬などの一般用医薬
品を、かぜやせきの症状を抑え
るためではなく、不安や孤独な
気持ちを忘れるために服用す
るケースが特に若者で増えて
います。
　精神科で薬物依存症の治療
を受けた10代の患者におい
て、依存した薬物について調査
した結果によれば、一般用医薬
品（市販薬）に依存したとする
患者の割合が2016年以降急
増しており、2022年は65.2％
にも上っています（図２）。小学
生の救急搬送事例も報告され
ており、低年齢化が問題になっ
ています。

　これまでの覚醒剤や大麻など、使うこと自体
が法に触れる違法薬物の乱用と異なり、薬局等
で誰でも購入できる一般用医薬品の乱用がSNS
を通じて若者に広がっています。これを防止す
るため、医薬品の正しい使い方を子どもの頃か
ら学ぶことの重要性が増しています。また、オー
バードーズにはまってしまう子どもたちは、家
庭や学校で自分の居場所を見つけることができ
ず、誰にも相談できない不安や孤独から逃れる
ために、医薬品を大量に服用することの危険性
を承知のうえで、オーバードーズを繰り返して
いるケースが多いとして、精神保健の専門家に
つなげるサポートが重要だといわれています。
厚生労働省や一般社団法人 くすりの適正使用
協議会から啓発資材が提供されていますので、
参考にしてください＊。
　厚生労働省では、オーバードーズ問題に対応
して、これまでも一般用医薬品の販売規制を
行ってきていますが、さらにその見直しを行い、
乱用のおそれのある一般用医薬品を若年者に販
売する場合には適正量に限って販売すること等
を義務づける「医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律」（薬機法）
等の一部を改正する法律案が2025年通常国会
に提出されています（執筆時）。
（２）供給不安問題
　薬局で医療用医薬品を調剤する際に、処方箋
に書かれた医薬品がないため同じ成分の他社製
品を調剤せざるを得ないケースが頻発していま
す。インフルエンザの流行時などは特にせき止
め薬、解熱鎮痛剤、インフルエンザ治療薬の不足
が大きく報道されていました。
　このような医薬品の供給が滞る問題の原因は
複雑です。
　まず、世界的に見て医薬品の原料成分の製造
が中国、韓国、インドなどに集中しており、日本の
製薬企業もこれら外国企業から安価な原料を購
入しているケースが少なくありません。外国の
原料成分メーカーの製造が何らかの理由で止ま
ると日本だけでなく世界中に影響が広がります。
　さらに、2020年末に発覚した国内のジェネ
リック医薬品メーカーによる不正製造事案が供
給不安問題の発端となったといわれています。
この不正製造事案に端を発して、ジェネリック
医薬品メーカーによる製造管理・品質管理の違
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与えています。出荷停止となった製品と同一成
分の医薬品を確保するため他社製品への発注が
急増すると、これらの製薬企業では在庫切れと
なることを防ぐために出荷を制限することがあ
ります。結果的に、出荷停止品目の数倍もの品目
について限定出荷が行われることとなり、供給
不安に拍車をかけています。
　もう１つ、医薬品の不適正な使用が医薬品の
供給不安を起こすケースとして、美容や痩身を
目的に、一部の糖尿病治療薬が使用され、糖尿病
の患者さんへの処方に影響が出るおそれがある
として厚生労働省から注意が呼びかけられた事
例もあります。
　日本ではこれまで、品質の確保された医薬品
が安定的に供給されてきましたが、その「神話」
が崩れて既に４年以上が経ちます。厚生労働省

では種々の対策を講じてきていますが、いまだ
この問題は解決されていません。

　医薬品と上手につき合うために
　医薬品は、効果とともに好ましくない作用、い
わゆる副作用を引き起こすことがあり、上手に
つき合っていくことが必要です。
　副作用は、患者さんが「何となくいつもと違
う」と感じる軽い症状により見つけることがで
きます。初期段階では検査をしないと見つから
ない副作用もありますが、疲れやすい、ふらつ
く、のどが痛いなどの軽い症状でも、いつもと違
うなと感じたら医師や薬剤師に相談することが
重い副作用の早期発見につながり、必要な治療
の継続にもつなげることができます。そのため
には、自分が服用（使用）する医薬品について、ど
のような副作用が起きるのか、それはどのよう
な自覚症状として現れるのかを知っておくこと
が大切です。 OTC 医薬品については、説明書を
よく読んでおくことが重要ですし、医療用医薬
品については、製薬企業が作成している、患者さ
んやご家族にも分かりやすい医療用医薬品説明
書「くすりのしおり®」（図３）を読んでおくこと
をお勧めします。医薬品と上手につき合って、人
生100年をめざしましょう。

＊　厚生労働省「薬のオーバードーズって何だろう～あなたとあなたの大切な人の命を守るために～（中高生向け）」
　　https://www.mhlw.go.jp/content/001405036.pdf
　　（一社）くすりの適正使用協議会「オーバードーズの迷路から脱出～はじめの一歩～」 https://www.rad-ar.or.jp/knowledge/post?slug=overdose
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消費者問題アラカルト

    

図3 くすりのしおり®

※（一社）くすりの適正使用協議会ウェブサイトより一部加筆

　はじめに
　わが国は世界有数の長寿国であり、人生100
年時代といわれ、さらに健康寿命の延伸が叫ば
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ことが健康寿命の延伸にもつながっていきま
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最近の医薬品をめぐる話題のほか、医薬品と上
手につき合っていくコツについてもご説明しま
す。

　医薬品に関する基礎知識
（１）医薬品の分類
　医薬品は、医療用医薬品とOTC（Over The 
Counter）医薬品に大きく分けられます。医療に
おいて医師や薬剤師により
用いられ、原則として医師
から処方箋が出て薬局で調
剤して渡されるものが医療
用医薬品で、医療用医薬品
の中には、処方箋なしに薬
剤師が提供できる医薬品も
一部にありますが、限定的
なものです。処方箋なしに
ドラッグストアなどで購入
できる医薬品がOTC医薬
品です。OTC医薬品はさら
に要指導医薬品と一般用医

薬品に分類されます（図１）。
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類されます。要指導医薬品から一般用医薬品に
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　図１に示すとおり、それぞれの分類の医薬品

に対応する専門家と、専門家による情報提供が
義務かどうかや取扱場所が分類に応じて規定さ
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による情報提供（服薬指導）を受ける必要があり
ます。
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が安定的に供給されてきましたが、その「神話」
が崩れて既に４年以上が経ちます。厚生労働省

では種々の対策を講じてきていますが、いまだ
この問題は解決されていません。

　医薬品と上手につき合うために
　医薬品は、効果とともに好ましくない作用、い
わゆる副作用を引き起こすことがあり、上手に
つき合っていくことが必要です。
　副作用は、患者さんが「何となくいつもと違
う」と感じる軽い症状により見つけることがで
きます。初期段階では検査をしないと見つから
ない副作用もありますが、疲れやすい、ふらつ
く、のどが痛いなどの軽い症状でも、いつもと違
うなと感じたら医師や薬剤師に相談することが
重い副作用の早期発見につながり、必要な治療
の継続にもつなげることができます。そのため
には、自分が服用（使用）する医薬品について、ど
のような副作用が起きるのか、それはどのよう
な自覚症状として現れるのかを知っておくこと
が大切です。 OTC 医薬品については、説明書を
よく読んでおくことが重要ですし、医療用医薬
品については、製薬企業が作成している、患者さ
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そうしん

くすりのしおり®へはこちらの２次元
コードからもアクセスできます
https://www.rad-ar.or.jp/siori/

食事で
気をつける
ことは？

この症状は
副作用？

どんな効果が
あるの？

飲み忘れちゃった
時は？
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